
歳以上で身体障害者手
帳４～６級をお持ちで、マル
福カードを持っていない方へ
　国民健康保険や社会保険など
の被扶養者の方で、ご本人や同
一世帯のご家族の所得金額が
基準額を超えていなければ、マ
ル福カードを交付し、医療費の
自己負担額を全額助成します。

　施行後３年間は、２割負担となる方
について、窓口負担割合の引き上げに
伴う外来医療の負担増加額を月3,000円
までに抑えます。窓口では２割分を支
払うこととなりますが、後日、差額が
登録口座へ振り込まれます。
※口座未登録の方には秋田県後期高齢者医療
広域連合から登録勧奨通知が送られます。

配慮措置があります

10月１日㈯から医療費の
自己負担割合が変わります！NEWS!

!
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　一定以上の所得のある方について、医療費
の窓口負担が２割負担になります。

■対象世帯
●現役並み所得者（３割負担）ではない
●世帯内の被保険者に課税所得が28万円
以上の方がいる
●被保険者の年金収入とその他の合計所
得金額が200万円以上（同世帯に被保険
者が２人以上いる場合は320万円以上）

新
し
い
保
険
証
を

　
　
　　
　
お
送
り
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

（
保
険
証
）
を
今
年
は
２
回
お
送

り
し
ま
す
。

　
１
回
目
は
、
７
月
末
ま
で
に
お

送
り
し
ま
す
。
有
効
期
間
は
８
月

〜
９
月
末
で
ね
ず
み
色
で
す
。
医

療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
割
合

は
１
割
ま
た
は
３
割
で
す
。

　
２
回
目
は
、
９
月
末
ま
で
に
お

送
り
し
ま
す
。
有
効
期
間
は
10
月

す
の
で
窓
口
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額

適
用
認
定
証

　
自
己
負
担
額
が
３
割
の
方
で
、

所
得
要
件
に
該
当
す
る
方
に
交
付

し
ま
す
。
対
象
の
方
に
は
申
請
書

を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
窓
口
へ

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※

い
ず
れ
の
認
定
証
も
、
現
在
お
持

ち
で
、
８
月
以
降
も
対
象
と
な
る

方
に
は
、
保
険
証
と
一
緒
に
郵
送

し
ま
す
。
申
請
は
不
要
で
す
。
新

し
い
認
定
証
の
有
効
期
限
は
令
和

５
年
７
月
末
で
す
。
７
月
末
ま
で

に
送
付
す
る
１
回
目
の
保
険
証
と

は
、
有
効
期
限
が
異
な
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

問
合
せ

　
市
民
保
険
課
　
☎
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

☎
73
・
２
１
１
４

マ
ル
福
カ
ー
ド
の更新

時
期
で
す

対
象

●
乳
幼
児
お
よ
び
小
中
学
生

●
高
校
生
な
ど

●
ひ
と
り
親
家
庭
の
児
童

●
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
ま

た
は
療
育
手
帳
Ａ
を
お
持
ち
の

社
会
保
険
本
人

●
65
歳
以
上
で
身
体
障
害
者
手
帳

４
〜
６
級
を
お
持
ち
の
方

※

対
象
区
分
に
よ
っ
て
は
所
得
制
限

が
あ
り
ま
す
。
制
限
額
を
超
え
て

対
象
と
な
ら
な
い
方
に
は
、
非
該

当
通
知
を
送
り
ま
す
。

【
更
新
手
続
き
が
不
要
な
方
】

　
令
和
４
年
度
（
３
年
中
）
の
所

得
確
認
が
で
き
、
引
き
続
き
該
当

と
な
る
方
に
は
８
月
１
日
㈪
か
ら

使
え
る
マ
ル
福
カ
ー
ド
を
７
月
末

ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

【
更
新
手
続
き
が
必
要
な
方
】

●
新
た
に
該
当
す
る
方

●
令
和
４
年
度
（
３
年
中
）
の
申

告
状
況
や
所
得
確
認
が
で
き
な

い
方

※

手
続
き
が
必
要
な
方
に
は
、
後
日

郵
送
で
通
知
し
ま
す
。

問
合
せ

　
市
民
保
険
課
　
☎
89
・
２
１
５
９

　
地
域
局
市
民
福
祉
課

☎
73
・
２
１
１
４

※

県
外
の
医
療
機
関
で
受
診
し
た
場

合
、
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、
支

払
っ
た
医
療
費
の
自
己
負
担
分

を
、
後
日
振
り
込
み
ま
す
。

※

10
月
か
ら
新
た
に
対
象
と
な
る
市

民
税
所
得
割
課
税
世
帯
の
高
校
生

な
ど
に
つ
い
て
は
、
８
月
中
旬
に

対
象
者
へ
申
請
書
を
送
付
す
る
予

定
で
す
。
詳
細
は
広
報
の
し
ろ
８

月
10
日
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

〜
令
和
５
年
７
月
末
で
水
色
で
す
。

医
療
機
関
で
支
払
う
自
己
負
担
割

合
は
１
割
、
２
割
（
新
設
）、
３

割
で
す
。（
自
己
負
担
割
合
は
令

和
３
年
中
の
所
得
に
よ
り
決
ま
り

ま
す
）

後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適
用

・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証

　
令
和
４
年
度
市
民
税
非
課
税
世

帯
の
方
に
交
付
し
ま
す
。
対
象
の

方
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
方
へ

マ
ル
福
カ
ー
ド
の
対
象
の
方
へ

２
回

８
月
１
日
㈪
か
ら
新
し
い
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い

　
各
種
受
給
者
証
な
ど
の
更
新
時
期
で
す
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